
営業報告書（一般貨物）の『名称・内容』改訂に伴う 

様式の変更及び販売価格改定のお知らせ 
 
 今般、新法・会社法の施行に伴い、自動車運送事業報告規則の見直しがあり、それに伴い、事

従来の「営業報告書」が「事業報告書」に名称変更となり、内容の一部が改訂されました。 
 また、新様式では、ワンライティング（ノーカーボン）方式を採用したため、販売価格が改定

となりましたので、下記のとおりお知らせ致します。 
 

 名   称 販売価格 

旧様式 営業報告書 １部８０円 

新様式 事業報告書 １部９０円 

    
※ お手持ちの旧様式での提出も可能です。 
※ 「事業実績報告書」及び「営業報告書（利用）」については、様式等の変更はありません。 
 


